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指導救命士の認定について 

 

◇ 背景 

「救急救命士」「救急隊員」「通信指令員」の各職域における教育のあり方について、消防庁で２年

にわたり検討がされ、消防庁救急企画室長通知（平成 26 年５月 23 日付け消防救第 103 号）により、

その教育の実施について周知された。 

救急業務の質の向上のために、指導救命士の必要性が高まっていることから、指導救命士を中心と

した教育指導体制の構築のための必要な取組を図るよう周知された。 

 

 

◇ 指導救命士 

１ 役割 

  メディカルコントロールを担う医師との連携のもと、救急業務全般を教育指導すること。 

 

２ 要件 

（１）救急救命士として、通算５年以上の実務経験を有する者。 

（２）救急隊長として、通算５年以上の実務経験を有する者。 

（３）特定行為について、一定の施行経験を有する者。 

（４）医療機関において、一定の期間の病院実習を受けている者。 

（５）消防署内の現任教育、講習会等での教育指導、学会での発表など、教育指導や研究発表について

豊富な経験を有する者。 

（６）必要な養成教育を受けている者、もしくは一定の指導経験を有する者。 

（７）所属する消防本部の消防長が推薦し、都道府県メディカルコントロール協議会が認める者。 

 

３ 養成カリキュラム 

  時間数を 100 時限とする。 

 

４ 認定 

  都道府県メディカルコントロール協議会が認定を行う。なお、認定手続きについては、事務局で定

める。 

 

５ 表示 

  消防本部は指導救命士の表示に努める。 

 

６ 養成教育の実施 

（１）救急振興財団における教育 

   平成 26年度から「指導救命士養成研修」が実施されている。４～５年の実施予定。 

（２）消防大学校における教育 

   平成 26年度から専科教育の「救急科」に、指導救命士のカリキュラムを含めて実施されている。 

資料⑤ 
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７ 養成教育の修了者数 

（１）平成 26年度の修了者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）平成 27年度の修了者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 本県における認定基準の制定について 

消防庁が示す要件（上記２記載の７要件）について、特に数値化できるものを本県の状況に置き換

えて検討したが、委員から要件設定以前に各消防本部において指導救命士にどのような役割を担わせ

たいと考えているのかを整理する必要があるとの意見があったことから、事務局と消防本部で検討を

行い、次回のＭＣ部会において報告することとなった。 

 

消防本部（局）名
救急振興財団

指導救命士養成研修
消防大学校
救急科

合計

大津市消防局 2 0 2

湖南広域消防局 1 0 1

甲賀広域行政組合消防本部 1 0 1

東近江行政組合消防本部 0 0 0

彦根市消防本部 1 0 1

湖北地域消防本部 1 1 2

高島市消防本部 1 0 1

合　　　計 7 1 8

消防本部（局）名
救急振興財団

指導救命士養成研修
消防大学校
救急科

合計

大津市消防局 0 1 1

湖南広域消防局 0 0 0

甲賀広域行政組合消防本部 1 0 1

東近江行政組合消防本部 1 0 1

彦根市消防本部 1 0 1

湖北地域消防本部 0 0 0

高島市消防本部 1 0 1

合　　　計 4 1 5
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消防救第１０３号 
平成２６年５月２３日 

 
各都道府県消防防災主管部（局）長 殿 

 
消防庁救急企画室長 

 （公印省略） 
 

救急業務に携わる職員の生涯教育のあり方について 

 
消防庁では、平成 22 年度の「救急業務高度化推進検討会」において、全国で一定の質が

担保された救急業務を行うためには、指導的立場の救急救命士や救急隊員の教育について

全国で統一された指針が必要であるとされたことを受け、24 年度及び 25年度の「救急業務

のあり方に関する検討会」に「救急業務に携わる職員の教育のあり方に関する作業部会」

を置き、救急救命士、救急隊員、通信指令員の救急に係る教育について検討を行い、25 年

度末に「救急業務に携わる職員の生涯教育の指針 Ver.１（以下、「指針」という。）」を策定

し、今年度４月に各都道府県消防防災主管課宛てに「平成 25 年度救急業務のあり方に関す

る検討会報告書」の送付に併せて送付しているところです。 

貴職におかれましては、貴都道府県内の都道府県メディカルコントロール協議会、地域

メディカルコントロール協議会及び消防本部において、積極的に指針を活用した教育が実

施されますよう周知をお願いします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 37 条の規定に基づく助言と

して発出するものであるとともに、厚生労働省も事前に了知していることを申し添えます。 

 
記 

１ 救急救命士の教育のあり方について 

（１）指導救命士の必要性 

救急救命士法の施行によって制度が創設されて以来 20年以上が経過し、救急救命士

を指導する人材の醸成が図られてきたことを背景に、救急現場という病院内と異なっ

た環境で行う現場活動に関する教育を経験豊富な救急救命士が行うことで、救急業務

の質の向上と消防本部や医療機関の教育負担軽減に資することから、指導救命士の必

要性が高まっている。このことから、今後、各地域においても指導救命士を中心とし

た教育指導体制の構築をはじめ、以下を参考に必要な取組を図られたい。 

（２）指導救命士の役割例 

   指導救命士には、「メディカルコントロール体制の中で、医師と連携して救急業務を

指導する者」として、救急救命士をはじめ所属職員への教育・指導役や、消防本部と
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メディカルコントロール協議会とのつなぎ役としての役割が期待される。 
具体的には、「別紙１」中、「図表１」に示す役割例を参考に、各消防本部や地域メ

ディカルコントロール協議会で必要とされる役割を付与することが考えられる。 

   また、消防庁においても検討会等への指導救命士の参画など、活用を積極的に図っ

ていくこととする。 

（３）指導救命士の要件 

   「別紙１」中、「図表３」に示す要件とする。 

（４）指導救命士の養成に必要な研修内容 

「別紙１」中、「図表３」に示す要件のうち、６の「必要な養成教育」については、

「別紙１」中、「図表４」に示す養成カリキュラムに準拠した養成研修とする。 

（５）指導救命士の認定 

   「別紙１」中、「図表３」に示す要件７のとおり、都道府県メディカルコントロール

協議会が指導救命士の認定を行う。 

指導救命士として認定された者が所属する消防本部にあっては、その者が特に選ば

れた指導者である旨が分かるよう、「参考資料１」を参考に指導救命士の表示に努めら

れたい。ただし、既に本通知発出前に指導的立場の救急救命士を配置し、別途の名称

等を定め表示している消防本部にあってはその取扱いを妨げるものではない。 

また、都道府県にあっては、都道府県内における指導救命士名簿を作成するなどし

て指導救命士の養成状況について把握するよう努められたい。 

（６）指導救命士に係る関係機関に求められる役割 

  ア 都道府県メディカルコントロール協議会及び地域メディカルコントロール協議会

に求められる役割 

メディカルコントロール協議会等は、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制に

ついて」（平成 24 年３月 30 日付け医政指発 0330 第９号厚生労働省医政局指導課長

通知）で示されている「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」

の「救急医療の体制構築に係る指針」第２において、「救急救命士等への再教育を実

施する」役割が位置付けられている。このことからも、地域メディカルコントロー

ル協議会にあっては、救急救命士の再教育のうち日常的な教育体制として示される

教育項目について、指導救命士に担わせることが適当と認められる項目は、事前の

教育を実施することなどを含め、教育指導体制の構築や指導救命士に求める役割な

ど、必要な助言や支援を実施されたい。 

また、都道府県メディカルコントロール協議会においては、都道府県をひとつの

単位とし、消防学校やメディカルコントロール圏域等での講師として指導救命士に

積極的に活躍の場を提供されたい。 

なお、１（３）中に示す要件の細目については、地域の実情に応じてそれぞれ決

定されたい。 
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  イ 都道府県に求められる役割 

    都道府県にあっては、都道府県消防学校での指導救命士養成集合研修の実施や、

他の教育機関で実施される指導救命士養成集合研修課程への都道府県内消防本部の

指導救命士の講師派遣の調整など、指導救命士の養成にあたって積極的な役割を果

たすよう努められたい。 

新たに都道府県消防学校において指導救命士養成集合研修を実施する際には、図

表４を参考に、都道府県メディカルコントロール協議会と関係消防本部間で十分な

調整を行い、地域の実情に即した養成カリキュラムを策定するよう努められたい。 

なお、図表４に示す養成カリキュラムについては、教育内容として最小限備える

べき事項として国から示すものであり、地域の実情に応じて必要なカリキュラムや

時間等を付加することを妨げるものではない。 

    また、都道府県にあっては、都道府県消防学校や都道府県救急救命士養成所等へ

の指導救命士の講師派遣など、指導救命士の活用についても積極的な検討が望まれ

る。 

  ウ 消防本部に求められる役割 

    消防本部にあっては、「別紙１」中、「図表２」に示す教育指導体制の構築例をは

じめ指針で示す内容を参考に、教育指導の効果が上がるよう、指導救命士の配置人

数や配置先などについて、各消防本部の組織体制等に応じた指導体制の構築に努め

られたい。併せて、指導救命士の消防本部内外における役割について検討するなど、

指導救命士の積極的な活用方策を検討されたい。 
    また、救急隊員等への教育に対する指導救命士の役割などについて検討を行い、

救急業務に携わる職員全体の教育を図っていく上で必要となる教育指導体制につい

ても検討されたい。 
（７）既存の指導的立場の救急救命士の取扱い 

本通知発出前に指導的立場の救急救命士を現に配置している消防本部であって、

既に地域メディカルコントロール協議会等で認定されている者がいる場合、その取

扱いを妨げるものではない。 

しかしながら今後、新たに指導救命士として認定しようとする者については、全国

で一定の質が担保された指導・教育の推進が図られるよう、都道府県メディカルコ

ントロール協議会において新たに定めた要件等に合致する者を認定するものとする。 

 
２ 救急隊員の生涯教育について 

（１）救急隊員に必要な教育区分（役割別に必要な教育） 

   ・新任救急隊員  ・兼任救急隊員  ・現任救急隊員  ・救急隊長 

    ※ここでいう「兼任救急隊員」とは、専任で救急隊員を配置していない消防本部の

隊員をいう。専任で救急隊員を配置している消防本部の場合において、専任救

急隊員の代わりに乗り組みを行う職員に対して以下に定める役割別の教育を受
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講させるかは当該消防本部の判断による。 

（２）役割別に必要な教育内容等 

  ア 役割別に必要な教育内容 

    「別紙２」に示すとおりとする。 

  イ 教育実施方法 

教育の実施方法については、年度初めに「別紙３」により個人の年間教育目標を

設定する。「別紙４」及び「別紙５」により、受講した研修内容、自己評価、指摘事

項等を記録し、「別紙６」により役割別に研修の進捗状況を管理する。そして、年度

末に「別紙３」により、振り返りを行い、次年度の年間教育目標の参考とする。こ

れら様式の活用により、ＰＤＣＡサイクルの構築が可能となることから、積極的な

活用を図られたい。 
（３）特記事項 

  ア 教育担当者の役割（救急隊長、現任救急隊員） 

    指針では、新任救急隊員以外をすべて教育担当者（指導者）としている。すなわ

ち指導者となることで教えながら学ぶ屋根瓦方式による教育体制を想定しており、

指導や評価を行った教育カリキュラムは、自らの単位とすることができる。 
※屋根瓦方式による教育とは、教えられた者が、次の者を教えていくといった

チーム全体による教育指導体制で、「教える」、「教えられる」ことを通じ、す

べての者の成長につなげていこうとするもの。 

イ 指導救命士の関与 

    指導救命士には、他の救急救命士や救急隊員への指導や生涯教育に積極的な関与

が期待される。具体的には、１（２）中に示す役割例に応じ、各消防本部で設定さ

れたい。 
 
３ 通信指令員の救急に係る教育について 

   平成 25 年度の「救急業務のあり方に関する検討会」において、「通信指令員の救急

に係る教育テキスト（以下、「教育テキスト」という。）」を策定したところであり、今

後、教育テキストを活用した通信指令員への教育の推進に努められたい。 

    

４ 指針の活用について 

  本指針は、指導救命士を中心とした教育指導体制の構築や、各救急隊員の役割に応

じた教育内容の提示など、救急隊員の生涯教育のあり方について示したものである。

生涯教育の必要性や教育理念、教育の目的など、教育全般に係る事項について体系的

に示すとともに、通信指令員の救急に係る教育についても示し、救急業務に携わる職

員全般の指針としている。 
消防本部においては、各都道府県の実情に応じた教育体制の構築を図るとともに、

指導の効果が上がるよう、本通知及び指針の内容を参考にされたい。 
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５ 備考 

（１）救急救命士の生涯教育について 

   救急救命士の再教育については、「救急救命士の資格を有する救急隊員の再教育につ

いて」（平成 20 年 12 月 26 日付け消防救第 262 号消防庁救急企画室長通知）により、

救急救命士に必要となる再教育及び病院実習の内容等を示しており、必要な教育時間

として２年間で 128 時間、このうち病院実習については最低 48時間程度を充てること

としている。 

救急救命士でかつ各役割に該当する職員（新任救急隊員・兼任救急隊員・現任救急

隊員・救急隊長）については、上記で示す再教育の内容を基本事項として、役割別に

必要な教育が救急救命士の再教育の一部として実施されることが望ましい。 

この場合においては、地域メディカルコントロール協議会と消防本部で調整を行う

とともに、救急救命士への教育の負担を軽減するため、小隊訓練（想定訓練）等にチ

ェックリストの項目や所属研修の複数の教育項目を含めて実施することなど、弾力的

な運用も可能とする。 

（２）教育の実施にあたって 

各消防本部では、本通知及び指針を参考にして、現在の教育体制の一部見直しや別

紙様式の一部の使用について検討を行い、効果的な教育の取組みへとつなげられたい。 
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図表 1 指導救命士の役割例 

図表２ 教育指導体制の構築例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※所属（消防署）に 1 名の指導救命士を配置した場合の、教育指導体制の例。 
その他の配置例や配置人数などの考え方については、指針本文を参照のこと 

消防本部等での役割例 対外的な役割例 

・救急隊員生涯教育に関する企画・運営 

（年間教育計画の策定、研修会の開催等） 

・メディカルコントロール協議会への参画（会議等

への参加） 

・メディカルコントロール協議会との連絡・調整（都

道府県メディカルコントロール協議会・地域メディ

カルコントロール協議会と消防本部とのリエゾン的

な役割） 

・救急救命士への研修、指導 

（主に OJT における救急救命士再教育の指導） 

・事後検証委員会への参画、フィードバック等 

・救急隊員への研修、指導、評価 ・病院実習での指導、院内研修の補助等 

（救急救命士再教育（院内）の計画策定、補助

等） 

・教育担当者への助言 

・事後検証（一次検証等）の実施、フィードバック ・消防学校、救急救命士養成所等での講師、指

導等 

・救急ワークステーションでの研修、指導 ・メディカルコントロール圏域等での他消防本部で

の講師、指導等 

・通信指令員への救急に関する研修、指導  ・国での各種検討会（救急関連）への参画等  

・消防本部全体で共有すべき事柄の伝達・指導 

など 

・全国規模の研修会等への参加等 

・全国救急隊員シンポジウムの企画等への参画 

など 

救急隊長 

救急隊員 救急救命士 

新任救急隊員 

MC 協議会 消防署 《救急隊員生涯教育》 

・教育に関する企画、運営 

・救急救命士等への指導 

・教育担当者への助言 

・通信指令員への教育 

・隊員全員への情報共有等 

・指揮、監督 

・事後検証への参画 

・救急 WS、病院実習への参画等 

・救急救命士再教育 

・事後検証 

・救急隊員生涯教育等 

・救命処置等の 

指導・評価 

・小隊訓練等 

の指導・評価 

・部下の指導・ 

評価 
医 師 

別紙１ 
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図表３ 指導救命士の要件 
１ 救急救命士として、通算５年以上の実務経験を有する者。 

２ 救急隊長として、通算５年以上の実務経験を有する者。 

３ 特定行為について、一定の施行経験を有する者。 

４ 医療機関において、一定の期間の病院実習を受けている者。 

５ 消防署内の現任教育、講習会等での教育指導、学会での発表など、教育指導や研究発

表について豊富な経験を有する者。 

６ 必要な養成教育を受けている者、もしくは一定の指導経験を有する者。 

７ 所属する消防本部の消防長が推薦し、都道府県メディカルコントロール協議会が認め

る者。 

（注釈） 

・要件２：「通算５年以上の実務経験」には、救急隊長代理（副隊長・予備隊長、隊

長代行など）としての経験を含んでよいものとする。 

・要件３：「一定の施行経験」とは、以下の参考値（※１）を参考に、都道府県メデ

ィカルコントロール協議会が地域の特性に応じて定めた数の成功施行経験とする 

・要件４：「一定期間の病院実習」とは、以下の病院実習例（※２）を参考に、都道

府県メディカルコントロール協議会が地域の特性に応じて定めた期間の病院実習

とする。 

・要件６：「必要な養成教育」とは、国が示す「指導救命士の養成に必要な研修カリ

キュラム」に準拠した研修とし「一定の指導経験」とは、下記※３の①～④のいず

れかで、都道府県メディカルコントロール協議会が認めた指導経験とする。 

 

 

【※１ 算出方法及び参考値】 

①気管挿管認定救命士による気管挿管実施件数／気管挿管認定救命士数 

②薬剤投与認定救命士による薬剤投与実施件数／薬剤投与認定救命士数 

③静脈路確保実施件数／運用救急救命士数 

④ラリンゲアルマスク等実施件数／運用救急救命士数 

（①＋②＋③＋④）×５（年）＝ 参考値 26 件 

「平成 24年版 救急・救助の現況」より算定 
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【※２ 病院実習例】 

① 大学等委託研修（１年間：東京消防庁） 

・目的：救急業務の指揮者としての資質向上を図る。 

・内容：救急救命センターにおける実習 

② 研修指導救急救命士（３ヶ月間：千葉県印旛地域救急業務メディカルコントロー 

ル協議会） 

・目的：病院実習を通じ、救急救命士の指導者を育成する。 

・内容：救急救命士を指導するために必要な知識、技術、指導要領を習得する。 

③メディカルオフィサー研修（３ヶ月間：山梨県メディカルコントロール協議会） 

・目的：救急活動事後検証体制の確立。 

・内容：救急活動事後検証、救急救命士が行う就業前及び再教育病院実習のコー 

ディネート。 

○参考：救急救命士の資格を有する救急隊員の再教育の病院実習は、2年間で 48 

時間以上必要と示しているが、全国平均は２年間で約 70 時間実施している。 

 

 

【※３ 一定の指導経験】 

① 大学等委託研修として、大学附属病院での病院実習の指導者として他の救急救命

士等の指導、育成に１年以上継続して従事したもの。 

② 救急救命士養成所の指導教官として、他の救急救命士等の指導、育成に１年以上

継続して従事したもの。 

③消防大学校の指導教官として、他の救急救命士等の指導、育成に１年以上継続して

従事したもの。 

④救急ワークステーションの指導的立場の救急救命士として、日常的に他の救急救命

士等の指導、育成に１年以上継続して従事したもの。 
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特
に

実
施

す
べ

き
内

容
時

間
数

講
師

（
形

態
）

※
凡

例
医

師
⇒

M
C

医
師

含
む

管
理

⇒
消

防
管

理
部

門

専
門

⇒
専

門
講

師

指
導

救
命

士
を

養
成

す
る

た
め

に
必

要
と

考
え

る
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム

目
的

科
目

研
修

項
目

到
達

目
標

２
　

消
防

行
政

(2
)救

急
業

務
と

関
係

法
令

・
指

導
救

命
士

と
し

て
、

特
に

救
急

業
務

に
関

す
る

消
防

組
織

法
、

消
防

法
、

関
係

法
令

、
救

急
業

務
に

関
す

通
知

な
ど

に
つ

い
て

、
幅

広
い

知
識

を
身

に
つ

け
る

。
2

管
理

・
教

官
・
救

命
（
座

学
）

知
識

　
指

導
救

命
士

と
し

て
、

救
急

業
務

に
携

わ
る

職
員

に
対

し
て

指
導

を
行

う
に

十
分

な
救

急
業

務
に

関
す

る
幅

広
い

必
要

な
知

識
を

身
に

つ
け

る
。

１
　

医
学

と
教

育
(1

)救
急

隊
員

の
た

め
の

医
学

概
論

・
指

導
救

命
士

と
し

て
、

医
学

を
学

ぶ
必

要
性

や
姿

勢
に

つ
い

て
、

幅
広

い
知

識
を

身
に

つ
け

る
と

と
も

に
、

必
要

な
医

学
知

識
を

任
務

(救
急

救
命

士
、

救
急

隊
員

、
指

令
官

制
員

、
消

防
隊

員
）
に

応
じ

て
区

分
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

3

３
　

救
急

実
務

(3
)消

防
組

織
と

メ
デ

ィ
カ

ル
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
・
消

防
組

織
と

地
域

メ
デ

ィ
カ

ル
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
協

議
会

の
役

割
に

つ
い

て
指

導
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

2
医

師
・
管

理
・
教

官
・

救
命

（
座

学
）

(4
)救

急
隊

長
要

務

医
師

・
教

官
（
座

学
）

・
各

任
務

ご
と

に
必

要
な

医
学

知
識

の
ポ

イ
ン

ト
や

理
解

を
さ

せ
る

方
法

を
ま

と
め

評
価

を
受

け
る

。

１
　

現
場

活
動

総
論

(7
)救

急
活

動
技

術
・
指

導
救

命
士

と
し

て
、

特
に

救
急

現
場

活
動

に
必

要
な

技
術

と
指

導
方

法
を

身
に

つ
け

る
。

2 6

・
救

急
現

場
や

訓
練

で
培

っ
た

技
術

や
指

導
の

方
法

を
発

表
す

る
。

・
B

L
S

や
特

定
行

為
の

手
技

を
実

施
す

る
も

の
で

あ
る

が
、

そ
れ

ぞ
れ

の
手

技
ポ

イ
ン

ト
を

説
明

し
な

が
ら

実
施

す
る

。

管
理

・
教

官
・
救

命
（
座

学
）

2

・
効

果
測

定
・
追

加
講

習
等

を
行

う
。

「
知

識
」
の

総
合

確
認

(6
)効

果
確

認
等

　
指

導
救

命
士

と
し

て
、

知
識

の
指

導
を

行
う

た
め

に
必

要
な

習
得

状
況

を
確

認
し

、
追

加
教

育
等

を
受

講
す

る
。

4
医

師
・
管

理
・
教

官
・

救
命

（
座

学
）

４
　

救
急

業
務

の
研

究
(5

)救
急

業
務

と
統

計
学

・
救

急
活

動
の

統
計

か
ら

得
ら

れ
る

デ
ー

タ
等

の
解

析
方

法
を

習
得

し
、

施
策

に
反

映
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

2
医

師
・
管

理
・
教

官
（
座

学
）

・
救

急
業

務
が

如
何

に
多

く
の

関
係

法
令

や
通

知
に

基
づ

き
実

施
し

て
い

る
の

か
を

ま
と

め
さ

せ
、

具
体

的
に

事
例

を
提

示
し

、
根

拠
法

令
や

抵
触

等
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

・
各

消
防

本
部

と
地

域
M

C
協

議
会

の
役

割
を

ま
と

め
、

発
表

す
る

。

・
ト

ラ
ブ

ル
事

例
を

提
示

さ
せ

、
対

処
対

応
方

法
を

検
討

し
評

価
す

る
。

・
デ

ー
タ

の
解

析
や

活
用

方
法

を
検

討
す

る
。

（
救

急
隊

員
個

人
の

デ
ー

タ
を

経
年

的
に

記
録

し
評

価
に

役
立

て
る

な
ど

）

・
救

急
活

動
中

の
ア

ク
シ

デ
ン

ト
に

い
か

に
対

応
す

る
か

、
法

令
や

活
動

基
準

に
基

づ
く
活

動
要

領
に

つ
い

て
、

関
係

者
（
傷

病
者

、
病

院
、

組
織

、
報

道
）
対

応
や

対
処

方
法

を
身

に
つ

け
る

。

(1
1
)救

急
現

場
学

（
経

験
的

知
識

・
技

能
・
対

応
）

の
構

築
・
救

急
隊

員
と

し
て

救
急

現
場

等
で

培
っ

た
技

術
（
現

場
学

）
を

、
医

師
の

担
保

の
も

と
に

学
術

的
な

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

と
し

て
ま

と
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

9
医

師
・
教

官
・
救

命
（
座

学
・
実

習
）

医
師

・
教

官
・
救

命
（
実

技
）

(1
0
)接

遇
要

領
・
救

急
業

務
に

必
要

な
接

遇
要

領
の

実
践

方
法

を
身

に
つ

け
る

。
2

専
門

・
教

官
・
管

理
（
座

学
・
実

習
）

・
同

じ
チ

ェ
ッ

ク
表

を
使

用
し

、
同

一
の

隊
活

動
を

複
数

人
が

評
価

す
る

。
評

価
者

個
々

人
の

相
違

を
発

表
す

る
。

・
救

急
現

場
を

想
定

し
、

救
急

隊
員

の
対

応
（
言

動
、

視
線

、
態

度
等

）
を

評
価

す
る

。

・
一

連
の

救
急

活
動

（
訓

練
な

ど
も

含
む

）
か

ら
培

っ
た

技
量

等
を

紹
介

し
評

価
を

受
け

る
。

(9
)安

全
管

理
・
観

察
・
処

置
・
救

急
現

場
活

動
に

必
要

な
安

全
管

理
、

観
察

、
処

置
技

術
に

関
す

る
評

価
方

法
を

身
に

つ
け

る
。

指
導

　
指

導
救

命
士

と
し

て
、

考
え

実
践

す
る

能
力

や
生

涯
学

習
の

で
き

る
救

急
隊

員
を

育
て

る
た

め
に

必
要

な
教

育
技

法
を

身
に

つ
け

る
。

１
　

教
育

概
論

(1
3
)成

人
教

育
法

・
救

急
隊

員
に

対
し

専
門

的
技

術
、

知
識

の
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
を

促
し

支
援

す
る

方
法

を
習

得
し

指
導

す
こ

と
が

で
き

る
。

6
医

師
・
教

官
・
救

命
（
座

学
）

技
術

　
指

導
救

命
士

と
し

て
、

救
急

業
務

に
携

わ
る

職
員

に
対

し
て

指
導

を
行

う
た

め
に

十
分

な
、

救
急

業
務

に
関

す
る

幅
広

い
技

術
や

処
置

を
身

に
つ

け
る

。

３
　

「
技

術
」
総

合
確

認
(1

2
)効

果
確

認
等

　
指

導
救

命
士

と
し

て
、

技
術

の
指

導
を

行
う

た
め

に
必

要
な

習
得

状
況

を
確

認
し

、
追

加
教

育
等

を
受

講
す

る
。

医
師

・
教

官
・
救

命
（
座

学
）

(1
6
)プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

技
法

・
自

分
の

考
え

や
研

究
の

成
果

等
を

理
解

し
や

す
い

よ
う

に
示

す
方

法
を

習
得

し
指

導
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

3
医

師
・
教

官
・
専

門
（
座

学
・
実

習
）

２
　

教
育

技
法

医
師

・
教

官
・
救

命
（
座

学
）

２
　

救
急

活
動

各
論

(8
)基

本
手

技
の

確
認

・
指

導
救

命
士

と
し

て
、

救
急

隊
員

の
基

本
手

技
技

術
を

向
上

さ
せ

る
た

め
に

必
要

な
指

導
方

法
を

身
に

つ
け

る
。

3
医

師
・
教

官
・
救

命
（
実

技
）

(1
4
)評

価
技

法
・
シ

ナ
リ

オ
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
等

を
通

じ
、

展
示

、
説

明
、

評
価

方
法

を
習

得
し

指
導

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
3

医
師

・
教

官
・
救

命
（
座

学
・
実

習
）

(1
5
)コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
ョ
ン

技
法

・
指

導
業

務
に

必
要

な
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

に
つ

い
て

修
得

し
指

導
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

2

(1
7
)事

例
提

示
技

法
・
正

し
い

こ
と

へ
の

評
価

と
改

善
を

目
的

と
し

た
評

価
に

つ
い

て
指

導
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

3
医

師
・
教

官
・
専

門
（
座

学
・
実

習
）

・
自

ら
に

気
付

か
せ

、
改

善
方

法
を

導
き

出
さ

せ
る

ｋ
と

が
で

き
る

よ
う

な
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

に
つ

い
て

習
得

す
る

。

・
わ

か
り

や
す

い
資

料
の

作
成

や
発

表
に

つ
い

て
講

義
を

受
け

、
評

価
を

行
う

。

・
事

例
を

提
示

（
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
含

む
）
し

、
正

し
い

の
か

否
か

、
根

拠
を

示
し

な
が

ら
検

討
す

る
。

３
　

「
指

導
」
総

合
確

認
(1

8
)効

果
確

認
等

　
指

導
救

命
士

と
し

て
、

教
育

技
法

等
を

指
導

す
る

た
め

に
必

要
な

習
得

状
況

を
確

認
し

、
追

加
教

育
等

を
受

講
す

る
。

7
医

師
・
救

命
・
管

理
・

教
官

（
座

学
・
実

習
）

連
携

　
指

導
救

命
士

と
し

て
、

消
防

組
織

と
地

域
Ｍ

Ｃ
が

一
層

協
力

体
制

を
強

化
す

る
た

め
に

必
要

な
連

携
方

法
を

身
に

つ
け

る
。

２
　

救
急

救
命

士
の

再
教

育

(1
9
)症

例
検

討
会

の
計

画
と

運
営

・
医

師
を

講
師

と
し

た
検

討
会

の
計

画
か

ら
開

催
に

至
る

ま
で

の
手

順
を

身
に

つ
け

る
。

2
医

師
・
教

官
・
管

理
（
座

学
・
実

習
）

(2
0
)対

象
者

の
習

熟
度

に
合

わ
せ

た
病

院
実

習
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
の

計
画

・
病

院
実

習
対

象
者

の
技

量
や

経
験

を
把

握
し

、
最

も
適

し
た

病
院

実
習

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

を
作

成
し

、
消

防
組

織
と

受
入

れ
医

療
機

関
に

お
け

る
調

整
方

法
を

身
に

つ
け

る
。

2
医

師
・
管

理
・
教

官
（
座

学
）

(2
1
)実

践
技

能
コ

ー
ス

の
計

画
と

連
携

・
医

師
に

よ
る

医
学

的
な

監
修

を
受

け
ら

れ
る

環
境

の
も

と
に

検
討

会
を

計
画

す
る

方
法

を
身

に
つ

け
る

。
5

医
師

・
教

官
・
管

理
（
座

学
・
実

習
）

４
　

「
連

携
」
総

合
確

認
(2

4
)効

果
確

認
等

　
指

導
救

命
士

と
し

て
、

関
係

機
関

等
と

の
連

携
を

行
う

た
め

に
必

要
な

習
得

状
況

を
確

認
し

、
追

加
教

育
等

を
受

講
す

る
。

6
医

師
・
救

命
・
管

理
・

教
官

（
実

習
）

(2
2
)集

中
講

義
の

計
画

と
連

携
・
救

急
隊

員
の

個
々

の
活

動
実

績
に

照
ら

し
合

わ
せ

て
、

不
足

や
自

己
研

鑽
が

必
要

な
項

目
を

医
師

と
連

携
し

て
指

導
す

る
方

法
を

身
に

つ
け

る
。

5
医

師
・
救

命
・
管

理
（
座

学
・
実

習
）

３
  
救

急
活

動
事

後
検

証
(2

3
)救

急
活

動
事

後
検

証
の

あ
り

方
（
検

証
結

果
と

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
）

・
救

急
活

動
に

お
け

る
P

D
C

A
サ

イ
ク

ル
を

用
い

た
事

後
検

証
の

必
要

性
を

身
に

つ
け

、
事

後
検

証
結

果
を

チ
ー

ム
と

し
て

、
ま

た
は

資
格

や
任

務
に

応
じ

て
伝

達
指

導
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

5
医

師
・
救

命
・
管

理
（
座

学
・
実

習
）

・
事

例
提

示
や

シ
ナ

リ
オ

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

を
実

施
し

、
事

後
検

証
す

る
。

結
果

に
基

づ
き

指
導

（
措

置
・
改

善
）
す

る
。

こ
れ

ら
に

つ
い

て
評

価
を

受
け

る
。

・
効

果
測

定
・
追

加
講

習
等

を
行

う
。

救
命

⇒
経

験
豊

富
な

救
急

救
命

士

教
官

⇒
消

防
学

校
や

救
命

士
養

成
所

教
官

総
合

指
導

業
務

を
総

合
的

に
習

得
す

る
。

３
　

総
合

評
価

(2
5
)総

合
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ
ン

・
総

合
的

な
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
を

通
じ

、
円

滑
な

指
導

業
務

の
遂

行
に

役
立

て
る

こ
と

が
で

き
る

。
7

時
間

計
1
0
0
時

限

・
指

導
救

命
士

の
役

割
を

総
合

的
に

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

す
る

。
医

師
・
救

命
・
管

理
・

教
官

（
実

習
）

・
効

果
測

定
・
追

加
講

習
等

を
行

う
。

・
各

自
が

救
急

隊
員

の
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
を

テ
ー

マ
と

し
た

、
シ

ナ
リ

オ
を

作
成

し
評

価
を

受
け

る
。

・
成

人
教

育
法

で
作

成
し

た
シ

ナ
リ

オ
を

も
と

に
、

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

を
実

施
し

、
指

導
や

評
価

を
行

う
。

・
救

急
隊

員
へ

の
指

導
（
再

教
育

/
O

J
T
）

・
教

育
に

係
る

企
画

・
運

営

・
効

果
測

定
・
追

加
講

習
等

を
行

う
。

・
テ

ー
マ

を
掲

げ
、

摸
擬

検
討

会
を

計
画

し
開

催
に

至
る

ま
で

の
手

順
を

ま
と

め
発

表
す

る
。

・
経

験
年

数
や

知
識

技
能

の
評

価
状

況
か

ら
、

対
象

者
に

適
し

た
病

院
実

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
作

成
し

発
表

す
る

。

・
テ

ー
マ

を
掲

げ
、

講
習

会
を

摸
擬

開
催

し
、

評
価

を
受

け
る

。

・
経

験
年

数
や

知
識

技
能

の
評

価
状

況
を

考
慮

し
た

う
え

で
、

集
中

講
義

を
摸

擬
開

催
し

、
評

価
を

受
け

る
。

・
救

急
隊

員
へ

の
指

導
（
再

教
育

/
O

J
T
）

・
教

育
に

係
る

企
画

・
運

営

・
救

急
隊

員
へ

の
指

導
（
再

教
育

/
O

J
T
）

・
救

急
W

S
で

の
教

育
指

導
・
病

院
実

習
で

の
教

育
指

導
、

院
内

研
修

の
補

助

7
医

師
・
教

官
・
管

理
・

救
命

（
座

学
・
実

習
）

・
事

後
検

証
（
一

次
検

証
）
の

実
施

、
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

・
事

後
検

証
委

員
会

へ
の

参
画

・
救

急
隊

員
へ

の
指

導
（
再

教
育

/
O

J
T
）

・
教

育
に

係
る

企
画

・
運

営

・
指

導
業

務
の

向
上

（
総

合
）

※
こ

こ
で

い
う

救
急

隊
員

と
は

救
急

救
命

士
を

含
む

。

指
導

救
命

士
と

し
て

期
待

さ
れ

る
役

割

・
救

急
隊

員
へ

の
教

育
指

導
（
法

律
実

務
）

・
救

急
隊

員
へ

の
教

育
指

導
（
M

C
体

制
）

・
救

急
隊

員
へ

の
教

育
指

導
（
関

係
法

令
遵

守
・
ト

ラ
ブ

ル
シ

ュ
ー

テ
ィ

ン
グ

等
）

・
救

急
隊

員
、

通
信

指
令

員
等

へ
の

教
育

指
導

（
医

学
概

論
）

・
救

急
隊

員
へ

の
教

育
指

導
（
統

計
学

）

・
救

急
隊

員
へ

の
教

育
指

導
（
救

急
活

動
技

術
）

・
救

急
隊

員
へ

の
教

育
指

導
（
救

急
活

動
技

術
）

・
救

急
隊

員
へ

の
教

育
指

導
（
救

急
現

場
活

動
技

術
）

・
救

急
隊

員
へ

の
教

育
指

導
（
救

急
活

動
技

術
）

・
救

急
隊

員
へ

の
教

育
指

導
（
接

遇
）

・
救

急
隊

員
、

通
信

指
令

員
等

へ
の

教
育

指
導

（
全

般
）

・
救

急
隊

員
、

通
信

指
令

員
等

へ
の

教
育

指
導

（
全

般
）

・
救

急
隊

員
、

通
信

指
令

員
等

へ
の

教
育

指
導

（
全

般
）

・
救

急
隊

員
、

通
信

指
令

員
等

へ
の

教
育

指
導

（
全

般
）

・
救

急
隊

員
、

通
信

指
令

員
等

へ
の

教
育

指
導

（
全

般
）

図表４ 指導救命士養成カリキュラム 
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区  
 

分 

救急隊員教育項目（かっこ内は単位数） 
表中番号はチェックリストによる教育項目 

新 
任 
隊 
員 

兼 
任 
隊 
員 

現 
任 
隊 
員 

救 
急 
隊 
長 

 

 

 

※1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

時

間

未

満

5

単

位 

・ 

2

時

間

以

上

1 0

単

位 

知 識 効果測定（6） - - ● ● 

 
 
 
 
 
 
手 
 
技 
 
的 
 
教 
 
育 
 
項 
 
目 

 
観 
察 

1 状況観察、初期評価（1） ● ● ● ● 

2 血圧（1） ● ● ● ● 

3 血中酸素飽和度（1） ● ● ● ● 

4 心電図（1） - ● ● ● 

     
 
 
 
応
急
処
置 

5 口腔内清拭・吸引・咽頭異物除去（1） ● ● ● ● 

6 用手気道確保（1） ● ● ● ● 

7 経鼻エアウェイ（1） - - ● ● 

8 経口エアウェイ（1） - - ● ● 

9 BVM による人工呼吸・胸骨圧迫（1） ● ● ● ● 

10 除細動（1） ● ● ● ● 

11 酸素投与（1） ● ● ● ● 

12 止血（1） ● ● ● ● 

13 被覆・固定（1） ● ● ● ● 

14 体位（1） ● ● ● ● 

15 喉頭展開・異物除去（1） - ● ● ● 

16 自動心マッサージ器・ショックパンツ（1） - ● ● ● 
特
定
行
為
準
備 

17 器具気道確保（LM 等）（1） - - ● ● 

 18 気管挿管（1） - - ● ● 

19 静脈路確保・薬剤投与（1） - - ● ● 

20 血糖測定とブドウ糖溶液の投与（1） - - 
※6 

21 心肺機能停止前の静脈路確保と輸液（1） - - 
新
任
研
修
等 

22 救急資器材の取扱(6) ● - - - 

23 各種搬送法（1） ● - - - 

24 感染防止と消毒(1) ● - - - 

25 現場活動(1) ● - - - 

小
隊
教
育 

小
隊
訓
練 
※2 

内因性想定訓練（緊急度・重症度判断含む）（5） ● - ● ● 

外因性想定訓練（緊急度・重症度判断含む）（5） ● - ● ● 

他隊連携訓練（多数傷病者・火災・救助等）（5） ● - ● ● 

その他（各消防本部で必要と認める訓練①）（5） ● ● ● ● 

その他（各消防本部で必要と認める訓練②）（5） - ● ● ● 

 
 
 
 
 
所 
 
属 
 
研 
 
修 
 
※5 

 
 
 
共
通
項
目 
 
※3 
※4 
 

各種プロトコル訓練     

感染防止研修     

安全管理・危機管理研修 ●   ● 

接遇・倫理研修 ●   ● 

緊急度・重症度判断研修 ●    

救急関係法規     

救急活動事例・症例研究会等     

メディカルコントロール体制研修     

災害時における医療機関との相互連携研修     

傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準研修     

その他消防本部で必要と認める研修     

隊 

長 

病院交渉（病院選定、医師引き継ぎ等）研修 - - - ● 

現場観察・判断・処置研修 - - - ● 

現場指揮・統制（隊員管理）研修 - - - ● 

 計 （単位数） 85 30 80 80 

※1 現任救急隊員・救急隊長教育については、指導者・評価者としての役割で関与することでそれぞれ単 
位とすることができる 

※2 兼任救急隊員の小隊訓練については、所属で必要と認める研修を受講するよう計画する（計 10 単位） 
※3 新任救急隊員の所属研修については、●印を必須とし、他で別途 30 単位を受講するよう計画する 
※4 兼任救急隊員の所属研修については、所属で必要と認める研修を受講するよう計画する（必要数） 
※5 救急隊長の所属研修については、●印を必須とし、他と合わせて 30 単位となるよう計画する 

   ※6 処置拡大に伴う新たな特定行為に対する教育について、今後実施が望ましい（No.20、21） 

  

別紙２ 
役割別に必要な年間教育項目一覧 



- 13 - 

 

 

 
 指導救命士のエンブレム（参考例） 

 

 

 

 

 

 

                            肩章：8×7cm 

参考資料 1 

黒 
赤 
オレンジ 

黒地 

赤文字白縁取り 
（MSP ゴシック太字） 

金（リーフ） 

白文字 
（Calibri 太字） 

黄文字（HGP 教科書体太

字）※地域名は例示 

薄い青（消防章） 


